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順位（減額率）

①（100％）

②（50％）

③（30％）

④（30％）

⑤（30％）

共同申請

企業
グループ

課徴金減免制度とは？
→法定要件（事業者が自ら関与したカルテル・入札談合について，公
取委に報告する等）に該当すれば，課徴金を減免する制度

・企業の法令遵守
意欲が向上

・カルテルの発見・
解明が容易化

競争秩序の
早期回復

資
料
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